
鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他）指定管理者募集についての質問に対する回答 

 

番号 質問内容 回答 

１ 

次の事項について教えてください。 

①自動販売機の収入 

②光熱水費 

③汲み取り費 

④その他、固定でかかる費用 

①自動販売機の設置については、現在は指定管理業務の対象としておりませ

ん。指定管理者から提出された『行政財産使用許可申請書』に基づき、町に

行政財産の使用料をお支払いいただき、販売収入については指定管理者の収

入となっておりますので、町では把握しておりません。 

②電気代（街路灯）：281,275円／年 

 電気代（事務室）：163,428円／年 

 水道代：16,447円／年 

③浄化槽維持管理費：176,162円／年 

※②③はいずれも令和４年度の指定管理料実績に基づきます。 

④その他費用については、事業計画の内容により様々ですので、お答えしか

ねます。 

２ 
選定後、指定管理者事業計画書の比較（選定者・次点)をホームページにア

ップしていただきたい 

町の公表様式により、評価点数については公表いたします。 

なお、事業計画書等の提出された書類については、各申込者に著作権が帰属

するため、公表は致しません。 

 


